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くまもとゼロカーボン行動（実践編 その６）

熊本県では、地球温暖化によるリスクを低減し、持続可能な未来を実現するため、「２０５０年県内
ＣＯ₂排出実質ゼロ（ゼロカーボン）」に向けた取組みを進めています。
　先月に引き続き「くまもとゼロカーボン行動　実践編」と題して、家庭でもできる活動をいくつか
掲載していきます。

◆暖房は２０℃を目安に、暖かい服装で過ごしましょう
　　～ストールやひざ掛けで暖かく～
　 　冬の間（１０月２８日～４月１４日）、暖房の設定温度を２１℃から２０℃に下げるとガソリン約

８リットル（車で約１５０キロメートル走行）の使用が減り、その分のＣＯ₂を削減できます。
　　（年間　約１８．３キログラムのＣＯ₂を削減）
　　また、電気代も１年間で約１，４００円節約できます。

◆暖房機器を買い替えるときは、電化製品など化石燃料を使わないものを選びましょう
　 　冬の間（１０月２８日～４月１４日）、暖房機器を石油ストーブから省エネ型エアコンに切り替え

て使用すると灯油約２４４リットルの使用が減り、その分のＣＯ₂を削減できます。
　　（年間　約６０７．９キログラムのＣＯ₂を削減）
　　また、光熱費も１年間で約１７，０００円節約できます。

※注意　 上記のＣＯ₂削減量や節約金額等は、あくまでも目安になります。実際の効果やメリットは、
各家庭の使用状況や時期によって大きく異なりますので、ご了承ください。

〔活動に関する詳細・お問合せ〕　税務住民課 環境対策係　☎５７－８５７９

■本人通知制度とは
　住民票の写し等を第三者に交付した場合に、事前に登録した人に、その交付の事実を通知する制度です。
この制度を実施することで、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図る
ことが期待されます。

■登録できる方
南関町に住民登録又は戸籍がある方（過去にあった方も含む）
※死亡した方や失踪宣告を受けた方は対象外です。

■登録期間
登録期間は、申請した日から３回目の９月３０日までです。
満了日までに廃止の届出がない場合は、登録期間を３年間延長します。（以後も同様）
延長した方には、更新通知を送付します。

■変更、廃止の届出
氏名や住所など登録内容に変更があった場合や登録を廃止する場合は、変更・廃止の届出が必要です。

■受付窓口及び問い合わせ先
税務住民課住民係　☎５７－８５０２　（〒８６１－０８９８ 熊本県玉名郡南関町大字関町６４番地）

■登録申請方法
必要書類を持参のうえ、窓口で「南関町本人通知制度登録申請書」に記入をお願いします。

■通知の対象となる証明書の種類

（注）第三者から請求があった場合に、証明書を交付できないようにしたり、証明書の交付の可否を登録者
　　へ事前に確認したり、誰が取得したかをお知らせする制度ではありません。

南関町では、

を実施していますを実施しています
「南関町住民票の写し等第三者請求に係る本人通知制度」
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登録申請方法等は
下記に示すとおりです。
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南関町役場

●住民票の写し
●住民票記載事項証明書
●戸籍の附票の写し
●戸籍謄本、抄本
●戸籍記載事項証明書

●本人等からの請求
●国や地方公共団体からの公用請求
●八士業が、裁判や訴訟手続き、紛争処理手続きの
　代理事務に使用するための請求

※次の場合は、郵送による申請も可能です。（申請書は南関町ホームページからダウンロード可）
●病気等のやむを得ない理由で直接窓口に来ることができない場合
●南関町以外の他の市町村に居住の場合
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●申請者の本人確認書類（運転免許証、旅券、個人番号カード 等）
●代理人による申請の場合…任意代理人は「委任状」、法定代理人は「戸籍謄本等」

(1)本人等からの委任状による代理人
※本人等…住民票の請求における「本人」「同一世帯員」
　　　　　戸籍・附票の請求における「本人」「配偶者」「直系の尊属卑属」
(2)本人等以外の第三者（個人又は法人）
　①自己の権利行使又は義務履行のため正当な理由により請求する場合
　②八士業（特定事務受任者）が職務上の理由により請求する場合
　　※八士業…①弁護士、②司法書士、③土地家屋調査士、④税理士、
　　　　　　　⑤社会保険労務士、⑥弁理士、⑦海事代理士、⑧行政書士

❶登録の申請

❹交付事実を通知

❷証明書の請求

❸証明書の交付


